障害者雇用状況報告書

	区分
	　　　　　　　年
	　　　　年

	
	７月
	８月
	９月
	１０月
	１１月
	１２月
	１月
	２月
	３月
	４月
	５月
	６月

	常用雇用労働者数
	①　常用雇用労働者数（週３０時間以上）(注２)
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	
	②　短時間労働者数（週２０時間以上３０時間未満）
（注３）
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	
	③　常勤雇用労働者数　合計＝①＋②×１／２　（注６）
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	常用雇用障害者数(注２)

常用雇用障害者数(注２)
常用雇用労働者数（注２）
	常用雇用障害者数
（週３０時間以上）（注２）
	④　重度の身体障害者及び知的障害者数
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	
	
	⑤　④以外の身体障害者及び知的障害者数
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	
	
	⑥　精神障害者数
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	
	
	⑦　常用雇用障害者数　計

【(④×２)＋⑤＋⑥】　（注６）
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	
	短時間雇用障害者数
（週２０時間以上３０時間未満）（注３）
	⑧　重度の身体障害者及び知的障害者数
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	
	
	⑨　⑧以外の身体障害者及び知的障害者数
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	
	
	⑩　精神障害者数
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	
	
	⑪　短時間雇用障害者数　計

【⑧＋⑩＋⑨×１／２】　（注６）
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	
	特定短時間雇用障害者数(注４)
	⑫　重度の身体障害者及び知的障害者数
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	
	
	⑬　精神障害者
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	
	
	⑭　特定短時間雇用障害者数　計
【（⑫＋⑬）×１／２】　（注６）
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	
	⑮　常用雇用障害者数　【⑦＋⑪＋⑭】　（注６）
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	⑯　③－｛③×除外率（端数切り捨て）｝　(注５)
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	⑰　障害者雇用率　【⑮／⑯×１００】（注６）
	％
	％
	％
	％
	％
	％
	％
	％
	％
	％
	％
	％


注１)　この様式は、特別融資（障害者雇用支援資金）の償還が完了するまで、毎年６月末日までに市に提出してください。

注２)　常用雇用労働者とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

　　ア　雇用期間の定めなく雇用されている労働者

　　イ　一定の雇用期間を定めて雇用されている労働者であって、雇用期間が反復更新され、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている労働者

　　ウ　雇い入れのときから１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
　　エ　日々雇用される労働者であって、雇用契約が日々更新されている労働者であり、かつ、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は雇い入れのときから１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者（上記ウ同様）

注３)　短時間雇用障害者とは、１週間の所定労働時間が当該事業所に雇用する常用雇用労働者の１週間の所定労働時間に比べて短く、かつ、２０時間以上３０時間未満である常用雇用障害者をいいます。

注４)  特定短時間雇用障害者とは、１週間の所定労働時間が当該事業所に雇用する常用雇用労働者の１週間の所定労働時間に比べて短く、かつ、１０時間以上２０時間未満である常用雇用障害者をいいます。
注５)　除外率とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則附則第１条の３に掲げる業種ごとの率をいいます。

注６)　③、⑪、⑭、⑮、⑯は小数点以下第１位まで記入してください。⑰は小数点以下第３位を四捨五入した数を記入してください。
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